
 中小企業に起こりうるトラブルや問題を解決！ 

佐野商工会議所の会議室にて、毎月１回午後１時３０分より ５時まで、個別相談

会を開催いたします。人事・労務のスペシャリストである社会保険労務士法人田村

社労士事務所のスタッフが、貴社の人事・労務・総務 に関するご相談に個別対

応させていただきます。 

社会保険労務士法人田村社労士事務所 
〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町801番地 TEL：0283-27-2677 FAX：0283-27-2880 

詳細はコチラ 

 労 働問題対策 の個別相談会  

・固定残業代でのトラブル 

・残業代未払い請求 

・行き過ぎた指導によるパワーハラスメント 

・休職・復職に関する対応 

・試用期間を延長する場合の対応 

・勤怠不良、能力不足がある場合の対応 

・ＳＮＳの利用によるトラブル 

・労働基準監督署からの是正、指導 

・人事制度（評価、給与、退職金制度）が未整備  

・セクシャルハラスメント対策 

・配置転換、転勤に関する対応 

・求人の書き方について 

・時間外労働に対する法的対応 

・36協定の未締結・未届け 

・就業規則の不利益変更と周知義務違反 

・従業員の待遇（賃金）を上げ、離職率を下げたい 

・働き方改革から何か使える助成金を知りたい 

他 

後援：佐野商工会議所 中小企業相談所 



ＦＡＸのお申し込みは、フォームにご記入の上 0283-27-2880 に返信下さい 

会社名 希望日時           

ご住所 
〒 
 
 

連絡先 TEL 連絡窓口 

ご参加者① お名前 お役職 

ご参加者② お名前 お役職 

開
催
要
項 

日時 

場所 参加費 

 １３：３０～１７：００ （相談時間は予約制） 

無料 

◎個別相談会にお申込みいただいた方からは 以下のような声をいただきました。 

人事・労務・総務に関する一般的な内容は、本などでもよく紹介されています。 今

回、私たちがご提供するのは、実際の事件や実務の中で作り上げてきた実践的な内

容です。具体的な事例をもとにご相談・ご提案いたしますので、すぐに貴社に役に

立つ情報となります。 是非、この機会にお申し込み下さい。 

新たな人材を雇い入れるにあたって、助成金の申請を視野に入れている・・・ 

今後の労働問題に備えるために、就業規則、諸規定をチェックしてもらいたい・・・ 

従業員に対する未払い残業代請求の対策を考えたい！ 

労働問題対策 の個別相談会  

事 務 所 紹 介  

社会保険労務士法人田村社労士事務所 

特 徴 1  特 徴 2  特 徴 3  

所員14名の 
大規模 
事務所 

創業 
17年以上の 

歴史 

佐野駅から 
車で5分の 
好立地 
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